
みえ共済の

所 得 補 償 共 済
毎日元気で働ける事が、何よりありがたい事ですが、

それでも突然のケガや病気で、仕事ができなくなり、

収入が得られなくなった時、長期の就業不能

期間に対して「所得補償共済」が、

あなたのお力になれます。

一人で事業をされてみえる方もご加入いただけます。

業務上業務外を問わず、病気またはケガに

よって入院や、自宅療養(医師の指示による療養期間)

のため働けなくなった期間の所得を補償します。

（１２カ月を限度、免責７日間）

毎月の掛金

１口あたり

500円
満１５歳以上

加入年齢

(満７０歳まで延長可)

満６４歳以下

家のローン

引き落とし
あるよな

従業員の給料

どうしよう
家族の生活費

どうしよう

治療代

いくらかな

生命保険ではありません

１口あたりの年令別月額補償および日額補償額表
てん補期間 １年

月掛 口座振替 自動継続

ご加入いただける口数

被共済者１人につき最高２０口まで、
１カ月の平均月額所得額を越えない
範囲で、お決めください。
ただし危険職種※の方は
月額補償１６５，０００円以内の
口数となります。

※危険職種：運送業者、金属加工業者、輸送機組立・
修理作業者、窯業・土石製品製造業者、建設作業者 等

※６５才以上は継続の方のみです。

※共済金のお支払いにつきましては、約款に基づき実施させていただいております。共済金のお支払い対象につきましては、パンフレット及び共済

約款をご確認下さい。

※この広告は、所得補償共済の概要です。詳しくはパンフレットをご覧ください。

三重県中小企業共済協同組合
●本部 津市栄町１丁目８９１番地

三重県合同ビル３階

TEL〈059〉228-7128 

四日市青色申告会

TEL０５９－３５１－４１５９

ぜひとも備えて

いただくことを

お勧めします。

お問い合わせ先



補償期間は就業不能期間を対象としています。


